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立地適正化計画推進事業 東町・七本桜地区地区計画策定業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的 

  本募集要項は、「立地適正化計画推進事業 東町・七本桜地区地区計画策定業務委託」に際

し、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される者を選定することを目的とする。 

 

２ 業務の概要  

（１） 業務名称  

立地適正化計画推進事業 東町・七本桜地区地区計画策定業務委託 

（２） 業務の目的  

本市の今市中心市街地におけるまちづくり指針として、立地適正化計画に基づくコンパクト

シティの形成を目指している。立地適正化計画における居住誘導区域内である当該エリアにお

いて、無秩序な開発を抑制しつつ、民間開発を促進するため、地区計画を策定し、計画的かつ

持続可能な地域形成を図ることを目的とする。 

（３）業務内容  

別紙「立地適正化計画推進事業 東町・七本桜地区地区計画策定業務委託仕様書（案）」（以

下「仕様書」という。）のとおりとする。  

（４）履行期間  

契約締結日から令和９年３月１０日(水)まで 

（５）提案限度額  

１３，０００，０００円（消費税込） 

令和 7年度： ５，０００，０００円（消費税込）を想定 

令和 8年度： ８，０００，０００円（消費税込）を想定 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものである

ことに留意し、見積書を提出する際は提案限度額を超えてはならない。 

（６）提案内容範囲 

  本業務は、関連した内容を検討し、効率よく策定を行う必要があるため、本プロポーザルによ

り１者を選定する。 

（７）担当部署 

  〒321-1292 栃木県日光市今市本町１番地 

        日光市建設部 都市計画課 都市整備係 

  電 話 ：0288-21-5102（直通） 

  F A X ：0288-21-5176 

  メールアドレス：toshi-keikaku@city.nikko.lg.jp 
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３ 参加資格要件  

プロポーザルに参加する者は、参加表明書の提出日から本契約締結日までの間において、次に

掲げる要件を全て満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 

（２）日光市の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であること。  

（３）日光市の入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。  

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続き開始の申し立てがなされ

ていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号)の規定により再生手続開始の

申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画または民事再生法

の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。  

（５）企業単体での参加であること。  

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と  

いう。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に

掲げる者（次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後２年間を経過しな

い者を含む。）に該当しないこと。  

（ア）法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

（イ）法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員で

ある者又は暴力団員がその経営に関与している者  

（ウ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団の利用等をしている者  

（エ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（オ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

（カ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者  

（キ）暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

（７）建設コンサルタント登録規程による都市計画及び地方計画部門登録があり、過去１０年間

（平成27年度～令和6年度）に、地方公共団体発注の業務で元請としての「地区計画」の策定

（改定を含む）業務の完了実績を有すること。 

（８）配置予定技術者については、管理（主任）技術者、担当技術者及び照査技術者を配置するこ

ととし、管理（主任）技術者及び照査技術者は次のいずれかの資格を有する者とする。また、

参加表明書に記載された所属の企業に常時雇用されている者とする。  

・技術士（総合技術監理部門：建設－都市及び地方計画）又は（建設部門：都市及び地方計画） 

・ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門に限る） 

なお、管理（主任）技術者、担当技術者及び照査技術者は各々兼任できないものとする。 

（９）配置予定技術者の管理（主任）技術者は、平成２７年４月１日以降に同種の業務において、

管理（主任）技術者として業務に従事した実績（履行中を含む）を有すること。また、主たる

担当技術者及び照査技術者は、平成２７年４月１日以降に同種の業務において、管理（主任）

技術者又は担当技術者として従事した実績（履行中を含む）を有すること。  
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※いずれの業務も地方公共団体発注のものとする。 

*「同種」とは、地方公共団体が発注する地区計画策定又は改定業務をいう。 

 

４ 実施スケジュール 

 

実施内容 実施期間又は期日 

プロポーザル公告（参加表明に係る質問受付開始） 令和 7年 9月 16日(火)   

参加表明に係る質問提出期限 令和 7年 9月 24日(水)  午後 5時 

参加表明に係る質問回答期限 令和 7年 9月 29日(月)   

参加表明書提出期限 令和 7年 10月 6日(月) 午後 5時 

参加資格審査結果通知日 令和 7年 10月 10 日(金)   

(一次審査実施通知日) 参加表明者が多数の場合、一次審査実施 

提案書等に係る質問受付開始 令和 7年 10月 14 日(火)   

一次審査結果通知日（一次審査実施の場合） 令和 7年 10月 14 日(火)   

提案書等に係る質問提出期限 令和 7年 10月 21 日(火) 午後 5時 

提案書等に係る質問回答期限 令和 7年 10月 27 日(月)   

参加辞退届提出期限 令和 7年 11月 4日(火) 午後 5時 

提案書等提出期限 令和 7年 11月 4日(火) 午後 5時 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施 令和 7年 11月 17 日(月)   

結果通知 令和 7年 11月 21 日(金)   

業務委託契約締結 12月上旬予定   

 

５ 参加表明・提出書類について 

（１）関係資料の交付及び閲覧期間 

 プロポーザルに関する募集要項・仕様書等の資料は日光市公式ウェブサイトからダウンロード

してください。（https://www.city.nikko.lg.jp/） 

閲覧期間：令和７年９月１６日（火）から令和７年１０月６日（月）まで  

（２）参加表明に係る質問受付期間  

令和７年９月１６日（火）から令和７年９月２４日（水）午後５時までに必着  

※質問事項を簡潔にまとめ、２の（７）のメールアドレス宛に電子メールにて送信してくださ

い（様式任意）。メール送付後は、その旨を電話にて連絡してください。 

（３）参加表明に係る質問回答期限  

令和７年９月２９日（月）までに質問を受け付けた全事業者に全ての質問に関する回答を電子

メールで回答します。  

（４）参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法  

提出期限：令和７年１０月６日（月）午後５時までに必着 

     受付は、閉庁日を除く午前９時から午後５時  

提出場所：２の（７）に同じ  

https://www.city.nikko.lg.jp/
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提出方法：郵送（配達記録が残る郵便に限る。）又は持参 

     ※郵送の場合は、事前に担当課まで連絡してください。  

 

提出書類： 

ア プロポーザル参加表明書（様式１、副本には押印不要） 

イ 参加資格要件確認表（様式２） 

ウ 業務実績調書（様式３） 

エ 技術者の業務実績調書（様式４－１、４－２、４－３） 

オ 業務実施体制（様式５） 

  提出部数 正本１部 副本１部 合計２部（左側２箇所をホチキス止め）  

（５）参加資格審査結果通知日（※参加資格者の決定）  

通知日：令和７年１０月１０日（金）までに 

通知方法：電子メールにより通知します。  

※参加表明者が多数の場合、参加資格審査結果通知書（様式６－１）と同時に一次審査実施通

知書（様式６－２）を通知します。  

※一次審査を実施しない場合、参加資格審査結果通知書（様式６－１）と同時に、参加資格有

の場合、プロポーザル参加指名通知書（様式８）を通知します。 

（６）一次審査実施通知日（一次審査実施の場合のみ一次審査実施通知書（様式６－２）を通知し

ます）   

通知日：令和７年１０月１０日（金）までに  

通知方法：電子メールにより通知します。  

（７）提案書等に係る質問受付期間  

令和７年１０月１４日（火）から令和７年１０月２１日（火）午後５時までに必着 

※質問事項を簡潔にまとめ、２の（７）のメールアドレス宛に電子メールにて送信してくださ

い（様式任意）。メール送付後は、その旨を電話にて連絡してください。 

（８）一次審査結果通知日（一次審査実施の場合のみ結果を通知します）  

通知日：令和７年１０月１４日（火）  

通知方法：電子メールにより通知します。 

※一次審査結果通知書（様式７）と同時に、参加資格有の場合、プロポーザル参加指名通知書

（様式８）を通知します。 

（９）提案書等に係る質問回答期限  

令和７年１０月２７日（月）までに、参加資格有の事業者全者に電子メールで回答します。  

（10）提案書及び見積書等提出期限、提出場所、提出方法及び記載内容等 

提出期限：令和７年１１月４日（火）午後５時までに必着 

受付は、閉庁日を除く午前９時から午後５時 

提出場所：２の（７）に同じ 

提出方法：郵送（配達記録が残る郵便に限る。）又は持参 

※郵送の場合は、事前に担当課まで連絡をしてください。 
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※一次審査実施の場合においても、提案書及び見積書等の提出期限について、スケジュール通

りとしますので、ご留意ください。  

提出書類：  

ア 提案書表紙（様式９）  

イ 見積書 （任意様式）  

ウ 業務実施方針・業務フロー（任意様式、Ａ４各１枚） 

エ 工程計画（任意様式、用紙サイズは問わない）  

オ 特定テーマ（以下に示すテーマについての技術提案。任意様式、テーマごとにＡ４で２

枚以内又はＡ３で１枚以内） 

 ●テーマ１ 地区計画策定のポイントについて 

        対象エリアの地域特性と課題を踏まえつつ、開発事業者及び居住ターゲッ

ト層にとって魅力のある地区計画構想の方向性（案）を提案してください。 

 ●テーマ２ 地元説明会の円滑な推進について 

        本業務においては、履行期間内に地権者との合意形成を図り、地区計画決

定図書を作成する必要がある。どのような手順を踏み、円滑に地元説明会を

推進するか提案してください。 

 ●テーマ３ 公共インフラ整備について 

        効果的な民間開発を促すため、基幹道路や公園、調整池といった主要な公

共インフラ整備については市で行う考えであるが、どのような手法・手順に

て効果的に面的整備を推進していくか、そのスキームについて提案してくだ

さい。 

カ その他効果的な提案事項（作成任意。任意様式、Ａ４で２枚以内又はＡ３で１枚以内） 

  提出部数 正本１部 副本１０部 合計１１部（左側２箇所をホチキス止め） 

【提案書等作成上の留意事項】  

(ア) 業務実施体制において、配置予定の管理（主任）技術者、担当技術者、照査技術者を記載

してください。担当技術者を複数配置する場合は、評価対象とする担当技術者を明記して

ください。  

(イ) 二次審査の全ての書類は、横書き（縦置き・横置き問わず）とし、文字サイズは10.5ポイ

ント以上としてください。  

(ウ) １部は袋綴じし「正本」とし、社名を表紙に記載した上で、本市の建設工事入札参加資格

審査登録に使用した印鑑を押印してください。  

(エ) 「副本」は、提案書表紙（様式９）を綴じず、印も社名も一切削除し、１０部作成してく

ださい。その他に電子媒体（DVD等）１部を提出し、電子媒体には、紙媒体で提出する文

書全てを含めてください。ファイル形式は、ＰＤＦ形式又はMicrosoft Office 形式とし

てください。 

(オ) 提案書表紙（様式９）を除き、提案者が特定できる情報を記載しないでください。 

(カ) 二次審査提出書類は、左側２箇所をホチキス止めしたうえで、必ずページ番号を表記して

ください。 
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(キ) 仕様書に記載している内容以外に、この業務の目的を達成するための有効な方法がある場

合は、積極的に提案を行なってください。  

(ク) 提案見積価格に加算していない有料オプションなど、別途費用を必要とするものの提案書

等への記載は受け付けません。  

 

６ 審査方法について  

（１）審査委員会  

立地適正化計画推進事業 東町・七本桜地区地区計画策定業務委託公募型プロポーザル審査委

員会（以下「審査委員会」という。）で審査し、最優秀提案者を選定します。  

（２）一次審査  

参加表明書提出者が多数の場合には、参加表明書等提出時に提出を受けた書類について一次審

査を行います。審査委員会において、参加資格要件を確認するとともに、予定技術者の資格や

実績を別表１（各項目の審査基準）により審査し、得点の高い方から５者程度を選定します。

参加表明書の提出者が５者以下の場合は、一次審査は行いません。 

なお、一次審査項目の評価点は、一次審査実施の有無にかかわらず、二次審査に加えます。 

（３）プレゼンテーション・ヒアリングの実施  

  ア 実施日時 令和７年１１月１７日（月） 

   ※時間及び場所については、別途通知する。 

イ 所要時間４０分程度（説明２０分、質疑応答１５分、準備後片付け５分）  

ウ 留意点 

・審査の順番は、参加表明書の提出受付が遅い者からとします。 

・事前に提出した提案書類を用いて説明してください。 

・管理（主任）技術者は必ず出席するものとし、管理（主任）技術者を含め３名までとし

ます。 

・市が準備するものは、大型モニターのみとします。パソコン等必要なものについては、

提案者が準備してください。 

（パソコンはモニターとの接続のため、HDMI端子で映像が出力できること） 

・審査は非公開とします。 

（４）審査基準  

提案書の各評価項目の配点及び配分は別表１（各項目の審査基準）、各評価項目の評価点の計

算は別表２（各審査項目の計算方法）のとおりとします。なお、一次審査及び二次審査ごとに

算出した合計点に小数点が出た場合は切り捨てとします。 

 

 （５）審査方法 

別表１、別表２に基づき評価し、審査委員７名の総合計点が最も高かった者を最優秀提案者と

して特定します。総合計点が同点のときは、二次審査の得点のみで受託候補者及び次点の者を

選定するものとし、これにおいてもなお、受託候補者又は次点の者を決定できないときは、く

じにより決定するものとします。 



7 

 

また、評価点の合計が200点満点中６割に満たない者は最優秀提案者としません。 

 （６）失格 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とします。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本募集要項に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 見積書の金額が２の（５）の提案上限額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る審査員に対して直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

（７）選定結果の通知  

結果通知書（様式１１）選定の結果は、全ての提案者に電子メールにて通知のうえ、追って書

面で送付します。なお、審査の公正・透明性を図るため選定結果（選定者及び次点）を公表し

ます。 

 

７ 参加辞退について  

参加表明書提出後、辞退する場合は、参加辞退届（様式１０）を使用し、参加辞退届の提出期

限（令和７年１１月４日（火）午後５時までに必着）までに、担当課へ提出してください。参加

辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはありません。郵送される場合は必ず

配達記録が残る郵便とし、事前に担当課まで連絡してください。  

 

８ 契約に関する事項  

（１）見積徴収の相手方としての特定  

審査委員会が選定した最優秀者を、本業務委託契約に係る随意契約の見積書徴収の相手方とし

て特定するとともに、業務の仕様内容を協議し、業務の発注が整った段階で、委託契約を締結

します。なお、参加資格要件や失格条項に該当するなどの理由でこの協議が整わない場合は、

次点の優秀者を見積徴収の相手方として再特定するものとします。  

（２）委託契約金額  

委託契約金額は、本事業が定める本業務委託に係る予算の範囲内とします。  

（３）受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければなりま

せん。ただし、日光市財務規則第８３条第１項の各号に該当する場合は契約保証金を免除しま

す。 

（４）失格による契約の解除  

本業務委託の契約後に、契約者が本募集要項に定める失格条項に該当していたことが明らかに

なった場合には、契約を解除することがあります。 

 

９ 提出書類の取扱い  

（１）提出書類は、本プロポーザルにおける契約相手方の候補者選定以外の目的では使用しませ

ん。 ただし、公文書公開請求があった場合は、日光市情報公開条例に基づき取り扱うこととし
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ます。 

（２）提出書類は選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがあります。  

（３）提出書類は返却しません。  

（４）提案書等の著作権は、提案者に帰属します。  

（５）提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負います。 

 

１０ その他の留意事項  

（１）提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができないものとしま

す。  

（２）提案書及び見積書については、１者につき１提案に限ります。  

（３）提案書等を提出した後、提案書及び見積書の差替、訂正、再提出をすることはできません。

ただし、市から指示があった場合を除きます。  

（４）提案書等を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がありま

す。 

（５）提出書類の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する経費は、提案者の負

担とします。 

（６）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を無効とするとと

もに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行う場合があります。  

（７）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第第５１号）に定める単位とします。 

 

 


